
 
件    名 愛媛県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関す

る条例の一部を改正する条例 
主  管  課 財政課 
根 拠 法 令 等  
【改正の概要】 
  ・県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を変更。 
  ・次の一般選挙から施行。 

新 旧 

愛媛県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員 

の数に関する条例 

愛媛県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員 

の数に関する条例 

平成６年10月11日  

条例第36号  

平成６年10月11日  

条例第36号  

（定数） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第90条第１項の規定に 

より、愛媛県議会議員の定数は、47人とする。 

別表（第２条関係） 

（定数） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第90条第１項の規定に 

より、愛媛県議会議員の定数は、50人とする。 

別表（第２条関係） 

 選挙区 議員数   選挙区 議員数  

            上浮穴郡選挙区 １人 

伊予郡選挙区 ２人 伊予郡選挙区 ２人 

          喜多郡選挙区 １人 

           北宇和郡選挙区 ２人 

南宇和郡選挙区 １人 南宇和郡選挙区 １人 

松山市・上浮穴郡選挙区 16人 松山市選挙区 15人 

今治市・越智郡選挙区 ６人 今治市・越智郡選挙区 ７人 

宇和島市・北宇和郡選挙区 ４人 宇和島市選挙区 ２人 

八幡浜市・西宇和郡選挙区 ２人 八幡浜市・西宇和郡選挙区 ２人 

新居浜市選挙区 ４人 新居浜市選挙区 ５人 

西条市選挙区 ４人 西条市選挙区 ４人 

大洲市・喜多郡選挙区 ２人 大洲市選挙区 １人 

伊予市選挙区 １人 伊予市選挙区 １人 

四国中央市選挙区 ３人 四国中央市選挙区 ３人 

西予市選挙区 １人 西予市選挙区 ２人 

 東温市選挙区  １人  東温市選挙区 １人 

 

 
 
施 行 日  
 


